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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年７月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年４月２６日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 関門港門司区第３船だまり北方沖 

 門司西海岸５号防波堤灯台から真方位２３５°１,８３５ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５６.２′ 東経１３０°５６.６′） 

事故の概要 漁船雅
が

々
が

丸は、北進中、また、漁船新進
しんしん

丸は、漂泊中、両船が衝突

した。 

雅々丸は、船首部に擦過傷を生じ、また、新進丸は、船尾部の手す

りの曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年５月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 雅々丸、４.３トン 

ＦＯ３－３３６６２（漁船登録番号）、株式会社第一機工 

１１.１６ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.５０kＷ、平成３年１０月１０日 

第２９２－３５２５７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 新進丸、２.３トン 

ＦＯ３－３１７９０（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.４３ｍ（Lr）×２.４２ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１４０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６

１年７月 

   第２９１－２５５１３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２８年１０月３１日 

    免許証交付日 平成２８年１２月９日 

           （令和３年１２月８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年１２月１日 

    免許証交付日 平成２７年２月２７日 
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           （令和２年２月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 船尾部の手すりに曲損、スパンカの支柱に折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、ふぐ
．．

一本釣り漁の目的で、平成

３０年４月２６日０５時００分ごろ関門港門司区第３船だまり北方沖

の漁場に向けて同港小倉区高浜船だまりを出発した。 

Ａ船は、市場で釣り餌を購入して０６時３０分ごろ漁場に至り、船

首を北方に向けて漂泊しながら操業を開始した。 

Ａ船は、潮上りをしようと、船長Ａが後部甲板の右舷側に寄り船首

方を見て他船がいないか確認した後、操舵室後方にあるＧＰＳプロッ

ターの画面が見える位置に移動し、立った状態でリモコン操舵により

北進を始め、０７時３０分ごろ約３ノットの対地速力に達したところ

で船首部とＢ船の船尾部とが衝突した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 船長Ａの操船状況 

Ａ船は、機関を後進運転としてＢ船から離れ、船長Ａが船長Ｂと相

談して０８時３０分ごろＢ船と共に関門港田野浦区の船だまりに入っ

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、ふぐ
．．

一本釣り漁の目的で、０４

時４０分ごろ関門港門司区第３船だまり北方沖の漁場に向けて同港田

野浦区の船だまりを出発した。 

Ｂ船は、０５時００分ごろ漁場に至り、船首を北方に向けて漂泊

し、船長Ｂが後部甲板の右舷側に立って時々周囲の見張りを行いなが

ら釣りを続けていたところ、０７時３０分ごろ船尾部とＡ船の船首部

とが衝突した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真２ Ａ船、写真３ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  船長Ａは、左舷船首方が見えにくい位置で船首方を確認し発進した

ので、船首方がよく見える位置で船首方を確認すれば良かったと本事

ＧＰＳプロッターの画面 



- 3 - 

故後に思った。 

 船長Ｂは、時々周囲の見張りを行いながら釣りを行っていたが、も

っと頻繁に見張りを行っていれば良かったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、関門港門司区第３船だまり北方沖において漂泊中、船長Ａ

が、左舷船首方が見えにくい位置で船首方を確認して他船がいないと

思い発進したことから、左舷船首方で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、関門港門司区第３船だまり北方沖において漂泊中、船長Ｂ

が、後部甲板の右舷側に立った状態で、釣りを行いながら漂泊を続け

たことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、関門港門司区第３船だまり北方沖において、Ａ船及びＢ

船が共に漂泊中、船長Ａが、左舷船首方が見えにくい位置で船首方を

確認して他船がいないと思い発進したため、左舷船首方で漂泊中のＢ

船に気付かず、また、船長Ｂが、後部甲板の右舷側に立った状態で、

釣りを行いながら漂泊を続けたため、接近するＡ船に気付かず、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・漂泊状態から発進する際は、甲板上を移動するなどして見通しの

よい位置から船首方に他の船舶がいないか確認すること。 

・漂泊する場合は、自船に接近する他の船舶との衝突を避けられる

よう、常時周囲の適切な見張りを行うこと。 

・事故が発生した場合は、海上保安庁へ通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本州 

九州 

山口県 

下関市 
福岡県 

北九州市 

事故発生場所 
（平成３０年４月２６日 
 ０７時３０分ごろ発生） 

Ｂ船 

（漂泊中）

Ａ船 

（航行中）

門司西海岸５号防波堤灯台 

関門港田野浦区の船だまり 

関門港門司区第３船だまり 関門港小倉区高浜船だまり 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


